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１　計画策定の趣旨
　地域の中で孤立することなく一個人が尊重され、常に地域や人とつながっている、安心できる生
活を送ることをことを目指した地域社会を実現するためには、地域における人と人のつながりを再
構築することが求めらます。
　また、個人や世帯の困りごとを受け止め、包括的に支援していくことが必要とされています。
　社会福祉を特定の人に対する公費の投入と考えるのではなく、むしろ福祉活動を通じて地域の魅
力を向上させ、活性化させるものとして積極的な視点でとらえる考え方が必要です。
　市と社会福祉協議会はお互いを地域福祉推進の重要なパートナーとして、補強、補完し合う密接
な関係のもと、一体的に地域福祉を推進しています。
　地域の現状と問題点を把握し、社会福祉協議会、地域住民、福祉関係団体、福祉事業者等と浅口市
の協働による地域福祉活動を一層進める計画とします。
　地域福祉を推進するためには、住民、関係機関、市・社会福祉協議会等がそれぞれ、「自助」、「互助」、
「共助」、「公助」の役割を果たし、互いに力を合わせることが大切です。

２　地域福祉推進の視点
　「福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経
済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるようにする。」ことが大切です。

⑴住民参加の必要性

⑵ともに生きる社会づくり

⑶男女共同参画

⑷福祉文化の創造

３　計画の期間
　第２期浅口市地域福祉計画の計画期間は、令和７（2025）年度から令和12（2030）年度まで
の６か年とします。ただし、社会経済情勢や大きな制度の改正に柔軟に対応できるよう、必要に
応じて見直しを行います。

■計画の期間
　　　　　

４　地域の課題

①地域福祉をめぐる主要な課題
⑴担い手づくり	 ⑶集える「場」づくり	 ⑸地域生活の支援
⑵つながりづくり	 ⑷情報の共有

■人口の動向
　本市においては、総人口は減少傾向で推移し
ています。
　令和２（2020）年の高齢化比率は36.8％、年
少人口比率は11.0％となっており、少子高齢
化・人口減少が進んでいます。

■身近な地域の課題に対して住民ができること（複数回答）
　「防犯・防災などの地
域の安全確保」が最も高
くなっています。

■地域で支援を必要とする人をどのように支えるべきだと思うか
　「支援を必要とする人
は、行政と住民が協力し
ながら、地域で支えあう
べき」が最も高くなって
います。

■支え合い、助け合い活動を活発化するためにどのようなことが必要か（複数回答）
　「地域に住む人同士が
互いに理解し合い、助け
合おうという意識を深め
る」が最も高くなってい
ます。

②課題に対応する地域づくり
　子ども・高齢者・障害のある人など、すべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合
うことができる『地域共生社会』を実現するため、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地
域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育
成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる仕組みを構
築することが求められています。

■市民アンケートの実施
　�市民の皆様の「地域福祉」に関するご意見をお聴きし、今後
の計画づくりに反映することを目的として実施しました。

■市民ワークショップの実施
　�住民参画の一環として、地域住民との協働の地域づくりを
ともに考えるためのワークショップを実施しました。

　テーマ：「地区の課題の見える化とその解決策について」
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基本理念
　全ての人の人権が尊重され、いきいきとした生活を送ることができるよう、住民や地域、　全ての人の人権が尊重され、いきいきとした生活を送ることができるよう、住民や地域、
事業者、社会福祉協議会、行政等が協力して、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、事業者、社会福祉協議会、行政等が協力して、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、
「我が事」のように、「丸ごと」つながり合える地域をともに力を合わせてつくる「地域共生「我が事」のように、「丸ごと」つながり合える地域をともに力を合わせてつくる「地域共生
社会」の実現を目指します。社会」の実現を目指します。

①地域コミュニティの活性化と自助意識や共助意識の高揚　②家庭での福祉教育　③福祉教育の推進
④ボランティア協力校の指定　⑤地域福祉に関する学習機会の促進

①ボランティア団体やNPO団体等の活動支援　②ボランティア活動・NPO活動の啓発
③ボランティアの資質向上　④青少年のボランティア活動への参加促進　⑤民生委員・児童委員の活動充実
⑥当事者団体等の設立及び育成支援　⑦団体間の円滑な連携　⑧活動場所の提供等の支援
⑨地域に応じた地域福祉活動

①地域課題が解決できる組織体制の構築　②社会福祉協議会との連携
③住民活動団体の活動支援

地域を支える人づくり
すべての市民が、相手のことを考えて支え合い、

心豊かに過ごせるまちづくり

基本目標　１ ⑴地域福祉の意識向上

⑵担い手の育成

⑶地域福祉関係団体との
　連携の強化

①相談への迅速かつ的確な対応　②相談体制の充実　③障害についての相談
④乳幼児の子育てに関する相談　⑤介護に関する相談　⑥発達障害児の早期発見、早期支援
⑦社会福祉協議会、社会福祉法人・事業者等の相談体制の充実　⑧各種相談員の資質向上
⑨民生委員・児童委員の資質向上

①市民のニーズに対応した丁寧な広報活動　②効果的な情報提供　③ワンストップの窓口整備
④情報の取扱いのルール化　⑤すべての人びとのための仕組み　⑥相談と参加支援
⑦アウトリーチや多機関の協働

①在宅福祉サービスの充実　②サービス事業者の確保
③サービス事業所情報の発信　④サービス事業者の事業参入の促進

①ユニバーサルデザイン※の視点の導入　②公共施設や道路のバリアフリー化
③民間施設のバリアフリー化　④公共交通の検討　⑤高齢者等の移動手段の確保

①健康意識の向上　②受診勧奨の促進　③食育や健康スポーツ活動の支援
④日常生活の自立促進　⑤「かかりつけ医」の推奨

⑴相談体制の充実

⑵情報提供の充実

⑶福祉サービスの充実

⑷福祉基盤の充実

⑸健康づくり・介護予防の充実

人に優しいまちづくり
地域での自立した生活を支えるための
福祉サービスが充実したまちづくり

基本目標　２

①防災ネットワークの構築　②避難行動要支援者対策　③避難行動要支援者への理解
④地域住民の防災意識の向上　⑤避難場所などの周知　⑥公共施設などの耐震化

①日常生活自立支援事業の普及促進　②成年後見制度の周知　③虐待防止ネットワークの確立
④相談体制の充実　⑤人権教育・啓発の推進

①見守り・援助活動の推進　②認知症対策の充実　③生活困窮者への支援
④再犯防止対策　⑤親子の居場所づくりの充実　⑥発達障害児の支援体制づくり

安心・人権擁護のまちづくり
市民一人ひとりの思いやりを行動につなげ、
みんなで支え合う安心のまちづくり

基本目標　基本目標　３
⑴緊急時の支援の充実

⑵権利擁護の推進

⑶安全・安心な地域づくり
　【再犯防止推進計画】を含む

ふれあい　支えあいふれあい　支えあい
いつまでも安心して暮らせるまちいつまでも安心して暮らせるまち

※ユニバーサルデザイン：誰もが使いやすいデザイン※ユニバーサルデザイン：誰もが使いやすいデザイン
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５　計画推進のために

❶ 協働体制の確立
⑴地域住民、事業者、行政の協働による地域福祉の推進
　本計画の実現のために、地域で活動している町内会、民生委員・児童委員・福祉委員、社会福祉協議会、ボラ
ンティア、サービス事業者、社会福祉法人などの様々な主体が行政と協働し、お互いの情報を提供し合い、連
携して取り組むことが不可欠です。
　また、地域の支え合いの輪を広げるために、支えられる側と支える側を固定せず地域での包括的、総合
的な相談、支援、資源開発を行っていくことが必要です。

⑵地域住民の役割
　地域活動を推進するために町内会の存在は不可欠であり、「自分たちのまちを自分たちの手で良くしよう」
と地域のそれぞれの課題の解決や地域住民の福祉の向上に努めています。
　地域に住む人たちが支え合い・助け合いの関係を深め、より住みやすい地域づくりを推進していくため
には、町内会の取組や事業の目的を理解してもらうことが大切です。

⑶社会福祉協議会の役割
　地域福祉活動を実践していく主要な組織です。地域に暮らす方々のほか、民生委員・児童委員・福祉委
員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、
各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや住民活動の支援など、地域の人びとが住み慣れたまちで
安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現を目指した様々な活動を行います。

⑷行政の役割
　地域福祉の推進を図るには、関係機関・団体等の役割を踏まえながら取組を支援し、相互に連携するこ
とが大切です。市が主体となり福祉施策を推進する際にも、庁内の関係各課との連携の強化を図り、職員
一人ひとりが横のつながりを意識し、地域における切れ目のない支援を推進することが必要となります。

⑸社会福祉法人の役割
�　社会福祉法人には、幅広い社会福祉の専門機能を有しており福祉サービスの拠点としての役割を期待し
ます。

⑹民生委員・児童委員の役割
　生活上で様々な困難が生じたとき、地域の人たちの身近な相談相手として相談に応じ、福祉サービスな
どの紹介や助言を行い、問題解決のために行政や関係機関とのパイプ役を努めています。
　地域福祉の推進において地域福祉の重要な担い手であり、今後も積極的な役割が期待されています。

❷ 計画の広報
　本計画を推進するためには、市民や関係機関・関係団体等に計画と
それに基づく取組を周知することが大切です。
　市民一人ひとりが福祉への関心の有無に関わらず、必要な情報を得
ることができ、正しい知識や行動がとれるよう効果的な情報発信を行
います。

❸ 計画の点検・評価
　計画を推進していくために、本計画の施策について、実施状況の点検や評価を行い、必要な場合は、取組
内容の見直しを行っていきます。
　また、本計画は地域の多様なニーズに幅広く対応するため各関係機関の連携が必要なことから、市はその
総合的な把握に努めるとともに、庁内担当課は各施策の進
捗状況を把握し、庁内関係部署と連携を図りながら、施策
を推進します。
　さらに、本計画の実施状況に係る情報を、広く市民に周
知していくため、市の広報紙やホームページ等、様々な媒
体を活用してきめ細かな情報提供に努めます。

地域福祉

自分・家庭の主体的
な活動で対応

地域住民の主体
的な活動で対応

行政施策として行う対応
（自助努力で適わないもの）

制度として行う対応

自助

共助

公助互助

■「自助」「互助」「共助」「公助」と地域福祉の関係

○自助：個人や家庭による自助努力（自分でできることは自分でする）
○互助：�地域社会における相互扶助（隣近所や友人、知人とお互いに助け合う）や民間非営利活動・事業、ボランティ

ア、住民活動、社会福祉法人などによる支え（「地域ぐるみ」福祉活動に参加して地域で助け合う）
○共助：介護保険などの制度化された相互扶助（保険者と被保険者のような制度的な助け合い）
○公助：�公的な制度としての福祉・保健・医療その他の関連する施策に基づくサービス供給（行政でなければで

きないことは、行政がする）
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